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宇部市水道局公用車車両広告掲載基準  

 

 

１  趣 旨  

 こ の 基準 は 、 「 宇部 市 水道 局 広 告 掲載 取 扱要 綱 （ 令 和４ 年 ４月 １ 日制

定。 以 下「 要 綱 」 とい う 。） 」 の 規 定を 補 完す る も の とし て 定め る もの

であ り 、公 用 車 車 両へ の 広告 掲 載 の 可否 は 、こ の 基 準 に基 づ き判 断 を行

うも の とす る 。  

 

２  広 告全 般 に関 する 基 本的 な 考え 方  

 公 用 車車 両 に 掲 載す る 広告 は 、 当 該広 告 媒体 本 来 の 目的 や 品性 を 害す

こと な く、 公 正か つ真 実 でな け れば なら な い。  

 

３  広 告掲 載 の範 囲及 び 表示  

（１ ） 次に 掲 げる 責任 の 所在 が 不明 確な 広 告は 、 掲載 しな い 。  

  ア  要 綱 第 １ ２条 に 規定 す る 広 告掲 載 の契 約 を し た者 （ 以下 「 広告

主」 と いう 。 ） の 名称 、 所在 地 、 電 話番 号 など を 表 示 して い ない

もの 。 表示 に お い て、 広 告主 の 名 称 は 、 法 人名 、 代 表 社名 又 はそ

の名 称 が通 常 一 般 に理 解 でき る も の とし 、 官公 庁 、 有 名会 社 など

と紛 ら わし い 社 名 の場 合 は 、 正 式 に 登記 さ れた 社 名 で ある か を、

「○ ○ 公社 専 属 」 、「 △ △企 業 グ ル ープ 」 など の 表 示 をし て 、い

かに も 関連 会 社で ある か のよ う な表 示は 、 事実 関 係を 確認 す る。  

  イ  正 規 の 団 体名 や 会社 名 を 使 わず 、 通称 な ど の 別の 名 称を 掲 載す

る場 合 、そ の 通称 が通 常 一般 の 人に 理解 で きな い もの  

  ウ  ブ ラ ン ド 名の み を表 示 し て いる も の。 た だ し 、広 告 頻度 が 高い

広告 主 で、 消 費 者 の誰 が 見て も わ か る有 名 企業 の ブ ラ ンド 名 のみ

表示 は 、例 外 とし て掲 載 が可 能 であ る。  

  エ  連 絡 先 と して 一 時的 に 私 書 箱を 利 用す る 場 合 、広 告 主の 所 在地

を同 時 に表 示 して いな い もの  

（２ ） 次に 掲 げる 内容 が 不明 確 な広 告は 、 掲載 し ない 。  

  ア  広 告 文 面 を読 ん でも 、 全 く 意味 不 明、 広 告 の 目的 す ら分 か らな

いよ う なも の 。 そ れほ ど 程度 は ひ ど く な く ても 、 広 告 文中 の 文言

が抽 象 的過 ぎ た り 、ひ と りよ が り だ っ た り して 、 消 費 者に 誤 解を

与え 、 かえ っ て惑 わす お それ の ある もの  



  イ  テ ィ ーザ ー広 告 （覆 面 広告 ）  

  ウ  イ メ ー ジ 広告 の うち 、 責 任 の所 在 とイ メ ー ジ が不 明 確で 、 業種

や職 種 をカ モ フラ ージ ュ して あ るも の  

（３ ） 次に 掲 げ る 虚偽 で ある も の 又 は誤 認 され る お そ れの あ る広 告 は、

特に 次 のと お りと する 。  

  ア  「 不 当 景 品類 及 び不 当 表 示 防止 法 （昭 和 ３ ７ 年５ 月 １５ 日 法律

第１ ３ ４条 ） 」 第 ５条 第 １項 に 該 当 する も の、 又 は 統 計、 文 献、

専門 用 語な ど を 引 用し て 、実 際 の も のよ り 優位 又 は 有 利で あ るよ

うな 表 現の も のは 掲載 し ない 。  

（注 ① ）統 計 、 文 献、 専 門用 語 な ど を引 用 する 場 合 、 引用 す る原 本 の社

会的 ・ 専門 的 価 値 が客 観 的に 認 め ら れる も のと し 、 引 用す る 箇所

は、 社 会的 ・ 専 門 的価 値 が定 ま っ て いる も のに 限 る 。 健康 食 品な

ど、 単 なる 流 行と みな さ れる も のは 、引 用 をし て はな らな い 。  

（注 ② ）安 全 基 準 に合 格 した 旨 を 表 示す る 場合 、 そ れ を根 拠 に、 そ の製

品を 国 や業 界 団体 が推 奨 、推 薦 して い るよ う な文 言 を用 いる こ と、

安全 基 準に 合 格 し てい る から 他 の 製 品よ り 優れ て い る かの よ うな

表現 を して は なら ない 。  

  イ  許 認 可 、 保証 、 賞又 は 資 格 に関 す る広 告 は 、 特に 次 のと お りと

する 。  

   Ａ  許 認 可 、保 証 、賞 又 は 資 格な ど の内 容 及 び 取得 要 件は 、 厳格

に精 査 し、 社 会 的 な評 価 の客 観 的 な 証明 が でき な け れ ば掲 載を

認め な い。 ま た 、 社会 的 に認 め ら れ てい な い許 認 可 、 保証 、賞

又は 資 格な ど を 使 用し て 権威 づ け よ うと す るも の は 掲 載し な い。 

   Ｂ  民 間 の 講習 業 者が 「 労 務 管理 士 」な ど の 名 称で 資 格講 座 を設

け、 そ れが あ た か も国 家 資格 で あ り 、各 企 業は 、 労 務 管理 士を

置か な けれ ば な ら ない と いう 誤 解 を 招く よ うな 表 現 は 使用 しな

い。 下 記の 主 旨を 明確 に 表示 す るこ と。  

     「 この 資格 は 国家 資 格で はあ り ませ ん 。」  

   Ｃ  「 行 政 書士 講 座 」 な ど の 講座 に は、 そ の 講 座だ け で国 家 資格

が取 れ ると い う よ うな 紛 らわ し い 表 現は 使 用し な い 。 下記 の主

旨を 明 確に 表 示す るこ と 。  

     「 資格 取得 に は、 別 に国 家試 験 を受 け る必 要が あ りま す 。」  

   Ｄ  資 格 講 座の 募 集に 見 せ か けて 、 商品 及 び 材 料の 売 りつ け や資

金集 め を目 的 とし てい る もの は 掲載 しな い 。  

   Ｅ  受 講 費 用が す べて 公 的 給 付で ま かな え る か のよ う に誤 認 され

る表 示 はし な い。  

  ウ  取 引 な ど に関 し 、表 示 す べ き事 項 を明 記 し な いで 、 実際 の 条件

より も 優位 又 は 有 利で あ るよ う な表 現の も のは 掲 載し ない 。  



（注 ） 家 庭電 気 製 品な ど 、 デメ リ ッ ト表 示 を 義務 付 け てい る も のは 、 必

要表 示 事 項を 表 示 する 。 不 適切 な 表 示は 、 「 製造 物 責 任法 （ 平 成６

年７ 月 １ 日法 律 第 ８５ 号 ） 」（ Ｐ Ｌ 法） に よ り、 広 告 主に 責 任 が発

生す る こと が ある 。  

（４ ） 次 のよ う な 社会 秩 序 、社 会 風 紀を 乱 す 、又 は そ のお そ れ のあ る 表

現の 広 告は 、 掲載 しな い 。  

  ア  暴 力 、賭 博、 麻 薬、 売 春な どの 行 為を 肯 定、 美化 し たも の  

  イ  醜 悪 、残 虐、 猟 奇的 で 不快 感を 与 える お それ があ る もの  

  ウ  性 に 関す る表 現 で、 露 骨、 わい せ つな も の  

  エ  非科 学 的 又は 迷 信 に類 す る もの で 、 消費 者 を 迷わ す 若 しく は 不

安を 与 える お それ があ る もの  

  オ  そ の 他風 紀を 乱 す又 は 犯罪 を誘 発 する お それ のあ る もの  

（５ ） 政治 性 、 宗 教性 の ある 広 告 又 は社 会 問題 に つ い ての 主 義主 張 の広

告は 、 掲載 し ない 。  

（例 ① ）労 働 組合 等一 定 の社 会 的立 場と 主 張を 持 った 組織 の 広告  

（例 ② ）選 挙 に関 する 広 告  

（６ ） 投機 心 、射 幸心 を 著し く あお る表 現 の広 告 は、 掲載 し ない 。  

（注 ）事実 で あっ たと し ても 、社会 通念 か ら考 え て、「 もう か る」｢安 い ｣

など の 表現 を 使用 し、 投 機心 、 射幸 心を あ おっ て はな らな い 。  

（７ ） 名誉 毀 損 、 プラ イ バシ ー の 侵 害、 信 用棄 損 、 業 務妨 害 とな る おそ

れが あ る表 現 の も の、 又 は基 本 的 人 権を 侵 害 す る 若 し くは 差 別を 助

長す る 表現 の 広告 は、 掲 載し な い。  

（８ ） 詐欺 的 な も の又 は いわ ゆ る 不 良商 法 とみ な さ れ る広 告 は、 掲 載し

ない 。  

（９ ） 比較 又 は 優 位性 を 表現 す る 場 合、 最 高・ 最 大 級 の表 現 又は 表 示、

断定 的 な表 現 又 は 表示 及 び自 己 の 優 位性 を 強調 す る 表 現 又 は 表示 は、

その 条 件の 明 示 及 び事 実 の裏 づ け 、 客観 的 な根 拠 に 基 づい た もの で

なけ れ ばな ら ない 。  

（注 ） 比較 広 告 に つい て は、 客 観 的 デー タ に基 づ く 比 較か ど うか な ど、

主に 公 正取 引 委 員 会の ま とめ た ガ イ ドラ イ ンに 沿 っ て いる か 確認 す

る。  

（ 10）氏名 、写真 、談話 、商標 及 び著 作 物な ど を無 断 で使 用し た 広告 は 、

掲載 し ない 。  

（ 11） 教育 関 連事 業の 広 告の 表 示は 、特 に 次の と おり とす る 。  

  ア  講 習 会 、 塾、 又 は学 校 類 似 の名 称 を用 い た も ので 、 その 実 体、

内容 及 び施 設 が不 明確 な 広告 は 、掲 載し な い。  

（注 ① ）学 校 の名 称は 、 認可 通 りの もの を 使用 し なけ れば な らな い 。  

（注 ②）学 校と し て許 可 を受 け てい ない 塾、教 室、講 習 会な ど では 、「 学



校」 の 名称 は 使 用 しな い 。「 ○ ○ 専 門学 校 」「 ○ ○ 専 門校 」 など

消費 者 に誤 認 を招 く お そ れの あ る名 称も 使 用し な い。  

  イ  教 育 関 連 事業 の 生徒 ・ 受 講 生の 募 集は 、 教 育 、技 術 、技 能 等の

習得 が 本来 の 目 的 であ り 、あ く ま で も第 一 義的 な も の であ る こと

から 、 広告 文 面 に つい て も本 来 の 目 的を 主 体と し た 表 現と し 、誇

大・不 当 表示 に 当 たる「 最 高」「 最 大 」「 一 番 」「完 全 」「 完 璧」

「首 位 」「 絶 対 」 「永 久 」「 １ ０ ０ ％」 な どの 表 現 又 は表 示 を行

って は なら な い。  

  ウ  教 育 ス タ ッフ 、 学校 設 備 、 進学 率 、就 職 率 、 国家 資 格な ど の合

格率 な どの 最 高 ・ 最大 級 の表 現 又 は 表示 は 、事 実 の 裏 づけ 及 び客

観的 な 根拠 に 基 づ いた も ので な け れ ばな ら ない 。 ま た 、合 格 率な

ど実 績 を載 せ る場 合は 、 実績 年 もあ わせ て 表示 す る。  

  エ  材 料 費 、 受講 料 、入 学 金 な どの 経 費は 、 そ の 必要 額 と前 納 制の

有無 を 明記 す るこ と。  

（ 12）次に 掲 げる 医 療機 関 、医 療 、薬 品 等に 関 する 広 告は 、掲載 し ない 。  

  ア  「 医 療 法 （昭 和 ２３ 年 ７ 月 ３０ 日 法律 第 ２ ０ ５号 ） 」、 「 医師

法（ 昭 和２ ３ 年 法 律第 ２ ０１ 号 ） 」 、「 医 薬品 、 医 療 機器 等 の品

質、 有 効性 及 び 安 全性 の 確保 等 に 関 する 法 律 （ 昭 和 ３ ５年 法 律１

４５ 号 ）」 、 「 医 薬品 等 適正 広 告 基 準 （ 平 成２ ９ 年 ９ 月２ ９ 日付

薬生 発 ０９ ２ ９ 第 ４号 ） 」、 「 美 容 師法 （ 昭和 ３ ２ 年 法律 第 １６

３号 ）」、「 老人 福 祉法（昭 和 ３８ 年 ７ 月１ １ 日 法 律 １３ ３号 ）」、

及び 「 獣医 師 法 （ 昭和 ２ ４年 法 律１ ８６ 号 ） 」 等 に抵 触す る 広告  

  イ  施 術 所 （ あん 摩 マッ サ ー ジ 指圧 ・ はり ・ き ゆ う・ 柔 道整 復 ）の

広告 で 、「 あ ん 摩 マッ サ ージ 指 圧 師 、は り 師、 き ゆ う 師等 に 関す

る法 律 （昭 和 ２ ２ 年法 律 第２ １ ７ 号 ） 」 第 ７条 又 は 「 柔道 整 復師

法（ 昭 和４ ５ 年 法 律第 １ ９号 ） 」 第 ２４ 条 の規 定 に よ り広 告 でき

る事 項 以外 の もの  

  ウ  薬 局 、 薬 店、 医 薬品 、 医 薬 部外 品 、化 粧 品 、 医療 用 具（ 健 康器

具、 コ ンタ ク ト レ ンズ 等 ）い わ ゆ る 健康 食 品、 保 健 機 能食 品 、特

別用 途 食品 （ 乳 児 用調 製 粉乳 、 妊 産 婦・ 授 乳婦 用 粉 ミ ルク 等 ）に

関す る 広告 で 、 広 告主 が 業者 所 在 地 を所 管 する 地 方 自 治体 の 薬務

担当 課 で広 告 内 容 につ い ての 了 承 を 得て い ない も の 、 又は そ の了

承を 得 たこ と の証 明を 提 示で き ない もの  

（ 13） 人材 募 集に 関す る 広告 は 、特 に次 の とお り とす る。  

  ア  「 労 働 基 準法 （ 昭和 ２ ２ 年 ４月 ７ 日法 律 第 ４ ９号 ） 」等 関 係法

令を 遵 守し て いる こと 。  

  イ  人 材 募 集 に見 せ かけ て 、 売 春等 の 勧誘 や あ っ 旋の 疑 いの あ るも

のは 掲 載し な い。  



  ウ  人 材 募 集 に見 せ かけ て 、 商 品・ 材 料及 び 機 材 の売 り つけ や 資金

集め を 目的 と して いる も のは 掲 載し ない 。  

（ 14） クレ ジ ッ ト ロー ン 、マ イ カ ー ロー ン な ど 割 賦 販 売法 （ 昭和 ３ ６年

７月 １ 日法 律 第 １ ５９ 号 ） の 適 用 を 受け る クレ ジ ッ ト やロ ー ン、 金

銭消 費 貸借 に 関 す る次 の よう な 広 告 は 、 掲 載し な い 。 ただ し 、管 理

者が 認 める も のは 除く 。  

  ア ．「 ク レ ジ ット 」 「月 賦 」 「 ロー ン 」な ど 名 称 の如 何 を問 わ ず、

割賦 販 売法 の 適 用 を受 け る様 々 な ク レジ ッ トの 形 態 の 広告 や 表示

があ る もの  

（注 ① ）銀 行 又 は 銀行 の 子会 社 （ 以 下「 銀 行系 」 と い う。 ） に限 り 、イ

メー ジ 広告 や ボ ー ナス 募 集及 び 各 種 ロー ン につ い て の 広告 は 、掲

載可 と する 。  

（注 ② ）国 、 政 府 関係 機 関、 地 方 公 共団 体 及び こ れ ら に類 す るも の が行

う、 ク レジ ッ ト や ロー ン 、金 銭 消 費 貸借 に 関す る も の は掲 載 可と

する 。 また 、 日 本 郵政 グ ルー プ の 広 告掲 載 基準 は 、 銀 行系 に 準ず

るも の とす る 。  

（注 ③ ）生命 保 険会 社 、損 害 保険 会 社 、証券 会 社な ど のイ メー ジ 広告 は 、

掲載 可 とす る 。 商 品の 広 告は 、 変 額 保険 、 株式 ・ 証 券 など の 売買

など 、 元本 が 保証 され て いる 金 融商 品は 、 掲載 可 とす る。  

（ 15） 不動 産 業に 関す る 広告 は 、特 に次 の とお り とす る。  

  ア  広 告 掲 載 主体 に 関す る 表 示 には 、 名称 、 所 在 地、 連 絡先 、 認可

免許 証 番号 等 を明 記す る 。  

  イ  不 動 産の 売買 や 賃貸 の 広告 には 、取 引様 態 、物 件所 在 地 、面 積 、

建築 年 月日 、 価格 、賃 料 及び 取 引条 件の 有 効期 限 を明 記す る 。  

  ウ  契 約 を急 がせ る よう な 表示 のも の は 、 掲 載し ない 。  

（例 ） 「早 い もの 勝ち 」 、「 残 り戸 数あ と わず か 」等  

（ 16） 「私 的 独 占 の禁 止 及び 公 正 取 引の 確 保に 関 す る 法律 （ 昭和 ２ ２年

４月 １ ４日 法 律 第 ５４ 号 ）」 （ 独 占 禁止 法 ）に 反 す る 広告 は 、掲 載

しな い 。  

（ 17） 個人 の 慶弔 に関 す る広 告 は 、 掲載 し ない 。  

（ 18） 国内 外 の 皇 室、 王 室又 は 元 首 若し く は国 旗 又 は 国際 機 関な ど の尊

厳を 傷 つけ る おそ れが あ る広 告 は、 掲載 し ない 。  

（ 19） オリ ン ピ ッ ク、 国 際的 な 博 覧 会若 し くは 大 会 、 又 は 国 際機 関 など

の標 章 、標 語 及び 呼称 な どを 無 断で 使用 し た広 告 は 、 掲載 し ない 。  

（ 20） アマ チ ュ ア スポ ー ツに 関 す る 規定 に 反し 、 競 技 者若 し くは 役 員の

氏名 又 は写 真 など を利 用 した 広 告は 掲載 し ない 。  

（ 21） 政府 、 政 府 関係 機 関、 地 方 公 共団 体 及び こ れ ら に類 す る団 体 から

の推 薦 、推 奨 等 の 表現 又 は表 示 を 行 う場 合 は、 そ の 事 実を 確 認で き



るも の を、 事 前に 届け 出 なけ れ ばな らな い 。  

（ 22） 寄附 金 又 は 募金 を 募集 す る 内 容の 広 告は 、 法 律 又は 条 令で 認 めら

れて い るも の 若 し くは 厚 生労 働 大 臣 又 は 都 道府 県 知 事 の許 可 を受 け

てい る もの で 、下 記の 主 旨を 明 示 し なけ れ ばな ら ない 。  

   「○ ○ 募金 は、 ○ ○知 事 の許 可を 受 けた 募 金活 動で す 。」  

（ 23） 販売 期 間 な どを 明 示す る 広 告 は、 広 告掲 載 日 以 降か ら 開始 す るも

のと す る。  

（ 24） 次の 各 号に 該当 す る広 告 は、 掲載 し ない 。  

  ア  「 風 俗 営 業等 の 規制 及 び 業 務の 適 正化 に 関 す る法 律 （昭 和 ２３

年法 律 １２ ２ 号 ） 」第 ２ 条又 は 「 山 口県 風 俗営 業 等 の 規制 及 び業

務の 適 正化 等 に 関 する 条 例 （ 昭 和 ５ ９年 山 口県 条 例 第 ２２ 号 ） 」

に定 め る風 俗 営 業 、風 俗 関連 営 業 と 認め ら れる 業 種 及 び事 業 者の

広告  

  イ  「 貸 金 業 法（ 昭 和５ ８ 年 法 律第 ３ ２条 ） 」 第 ２条 第 １項 に 規定

する 貸 金業 の 広告  

  ウ  抵 当 証券 業、 投 資顧 問 業 又 は商 品 先物 取 引業 の広 告  

  エ  質 屋 ・チ ケッ ト 等再 販 売業 の広 告  

  オ  通 信 販売 及び 訪 問販 売 業の 広告  

  カ  個 人 輸入 代行 業 等の 個 人営 業広 告  

  キ  債 権 の取 立て 又 は示 談 引き 受け 等 に関 す る広 告  

  ク  調 査 会社 又は 探 偵事 務 所等 の広 告  

  ケ  結 婚 相談 所・ 交 際紹 介 業の 広告  

  コ  占 い や運 勢判 断 等に 関 する 広告  

  サ  そ の 他 管 理者 が 、公 用 車 車 両に 掲 載す る こ と が適 当 でな い と判

断し た 広告  

（例 ） 贈収 賄 に 関 与し た 等警 察 に 摘 発さ れ た会 社 の 広 告、 企 業ぐ る みの

犯罪 と 広く 報 道 さ れて い る会 社 の 広 告、 暴 力団 や 暴 力 団関 係 者と 深

い関 係 （交 友 関 係 も含 む ）が あ る 会 社の 広 告、 市 内 外 でい わ ゆる 不

良商 法 やこ れ ら に 類似 す る方 法 で 販 売さ れ た商 品 及 び これ ら を行 っ

た広 告 主の 広 告 、 市内 外 の公 的 機 関 （消 費 生活 セ ン タ ーな ど ）に 苦

情が 寄 せら れ 紛 争 又は マ スコ ミ （ 報 道機 関 ）で 問 題 と なっ て いる 会

社の 広 告な ど  

（ 25） 割引 価 格 を 表示 す る場 合 、 対 象と な る元 の 価 格 の根 拠 を明 示 する

こと 。  

（例 ） 「メ ー カー 希望 小 売価 格 の３ ０％ 引 き」 等  

（ 26） 無料 で 参 加 ・体 験 でき る も の に関 す る内 容 で 、 その 一 部に 費 用が

かか る 場合 が 想定 され る も の で あれ ば、 そ の旨 明 示す るこ と 。  

（例 ） 「昼 食 代は 実費 負 担」 、 「入 会金 は 別途 か かり ます 」 等  



（ 27） 旅行 業 の 広 告に つ いて は 、 登 録番 号 、所 在 地 、 補償 の 内容 を 明記

する こ と。  

（注 ） 白夜 で な い 時期 の 「白 夜 旅 行 」、 行 程に な い 場 所の 写 真等 不 当表

示に 注 意す る 。  

（ 28） 本基 準 で 定 める 規 制業 種 に 該 当す る 企業 に よ る 、規 制 業種 に 関連

する も の以 外 の 内 容の 広 告は 、 本 基 準に 定 めら れ た 規 制の 範 囲内 で

その 掲 載を 認 める 。  

４  広 告主 に なれ ない 事 業者  

（１ ） 本市 の 水道 料金 、 又は 下 水道 使用 料 を滞 納 して いる 事 業者 は 、広

告主 に なれ な い。  

（２ ）給 排水 設 備 工事 、漏 水修 理 、排 水の つ まり 修 理 、天然 水 等の 販 売、

浄水 器 の販 売 及び 浄化 槽 工事 等 の上 下水 道 事業 に 関連 のあ る 上下 水

道工 事 事業 者 、又 は上 下 水道 関 連商 品の 販 売事 業 者は 、広 告 主に な

れな い 。  

   ただ し 、市 内に 本 社、 本 店を 置く 上 下水 道 工事 事業 者 であ っ て、

給水 装 置又 は 排水 設備 の 工事 事 業者 、か つ 本市 が 指定 する 指 定給 水

装置 工 事事 業 者、 又は 指 定排 水 設備 工事 事 業者 （ 違反 行為 等 によ り

処分 等 を受 け てい る場 合 を除 く 。）で ある 場 合は 、広 告 主に な れる 。

その 場 合、 市 及び 水道 局 が推 奨 して いる と 誤解 を され ない よ う 、 注

意書 き を表 示 しな け れ ば なら な い。  

（注 ） 「こ の 広告 によ り 水道 局 が特 定の 業 者を 推 奨す るも の では あ りま

せん 。 」等 を 表示 する 。  

（３ ） 本市 入 札事 務に 関 して 、 指名 停止 と なっ て いる 事業 者 は、 広 告主

にな れ ない 。  

５  広 告主 の 事業 継続 期 間  

（１ ） 広告 主 は 、 原 則 と して 広 告 掲 載申 込 み前 に １ 年 以上 継 続し て 、そ

の事 業 を営 ん で い なけ れ ばな ら な い 。た だ し、 国 、 政 府関 係 機関 、

地方 公 共団 体 及 び これ ら に類 す る も のが 広 告主 の 場 合 並び に 管理 者

が特 に 認め る 場合 はこ の 限り で はな い。  

（２ ） 前項 の 事 業 継続 の 期間 が １ 年 未満 の 者が 、 当 該 掲載 し よう と する

広告 の 内容 に つ い て 、 相 違な い 旨 の 届出 書 を管 理 者 に 提出 し 、承 認

を受 け た場 合 は、 掲載 す るこ と がで きる 。  

６  そ の他  

 こ の 基準 に 規 定 する も のの ほ か 、 広告 媒 体の 性 質 に 応じ て 、広 告 内容

及び デ ザイ ン 等 に 関す る 個別 の 基 準 が必 要 な場 合 は 、 別途 基 準を 作 成す

るこ と がで き る。  

   附  則  

（施 行 期日 ）  



１  こ の基 準 は、 令和 ５ 年７ 月 １日 から 施 行す る 。  


